
 

報告徴収等事務取扱要領 

 

蔵 理 第 ４ ５ ６ ２ 号 

平成１２年１２月２７日 

 

 

（沿革：平成１６年 ８月１７日付財理第３０２２号による一部改正） 

（沿革：平成１８年 ６月２７日付財理第２５８５号による一部改正） 

（沿革：平成２３年 ３月 ９日付財理第 ９９６号による一部改正） 

（沿革：平成２５年１０月２５日付財理第４８９０号による一部改正） 

（沿革：平成２６年１１月２５日付財理第５２０５号による一部改正） 

（沿革：令和 元 年 ５月 ７日付財理第１４７３号による一部改正） 

（沿革：令和 ３ 年１０月 ８日付財理第３４０３号による一部改正） 

（沿革：令和 ５ 年 ２月１５日付財理第 ４２７号による一部改正） 

 

 

 

第一 定義 

 

この要領において使用する用語は、塩事業法（平成８年法律第３９号。以下「法」という。）に

おいて使用する用語の例による。 

 

 

第二 塩製造業者等が備え付ける帳簿 

 

  法第１０条（法第１７条及び法第２０条において準用する場合を含む。）の規定による帳簿は、

現に工場等において使用している帳簿であって、製造又は販売（特定販売を含む。）する塩に関す

る塩事業法施行規則（平成８年大蔵省令第４５号。以下「規則」という。）第１０条第１項各号に

掲げる事項が全て記載されたものについては、これに該当するものとして差し支えない。 

 

 

第三 報告徴収 

 

１．塩需給見通し策定のための製造等見込数量の報告徴収  

  財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長（以下、「財務局長等」という。）は、法第３条第４

項の規定に基づき、毎年１月末日までに、次の表に掲げる区分に応じ、登録をしている同表の第２

欄に掲げる者から、それぞれ同表の第３欄に掲げる事項について、同表の第４欄に掲げる様式によ

り報告を求めるとともに、管内分をそれぞれの様式に準じた様式により集計のうえ、速やかに当該



報告書及び集計表を理財局長に送付するものとする。この場合において、財務局長等は、当該報告

を求める旨を、毎年１１月末日までに対象者に通知するものとする。 

 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

財務局長又は福 

岡財務支局長 

塩製造業者 翌年度の塩の種類別の製造見込数量、販

売見込数量及び在庫見込数量等、翌年度

の塩の種類別用途別販売見込数量、当年

度の塩の種類別の製造実績見込数量、販

売実績見込数量及び在庫見込数量等、当

年度の塩の種類別用途別販売実績見込数

量、当年度の塩製造実績見込数量に関し

て考えられる要因（傾向） 

別紙様式１ 

別紙様式１付表１ 

別紙様式１付表２ 

別紙様式１付表３ 

別紙様式１付表４ 

塩卸売業者 翌年度の塩の種類別仕入先別の仕入見込

数量、販売見込数量及び在庫見込数量等、

翌年度の塩の種類別用途別販売見込数

量、当年度の塩の種類別仕入先別の仕入

実績見込数量、販売実績見込数量及び在

庫見込数量等、当年度の塩の種類別用途

別販売実績見込数量、当年度の塩販売実

績見込数量に関して考えられる要因（傾

向） 

別紙様式２ 

別紙様式２付表１ 

別紙様式２付表２ 

別紙様式２付表３ 

別紙様式２付表４ 

税関長 塩特定販売業者 翌年度の塩の種類別の受入見込数量、販

売見込数量及び在庫見込数量等、翌年度

の塩の種類別用途別販売見込数量（自己

使用見込数量）、当年度の塩の種類別の受

入実績見込数量、販売実績見込数量及び

在庫見込数量等、当年度の塩の種類別用

途別販売実績見込数量、当年度の塩特定

販売実績見込数量に関して考えられる要

因（傾向） 

別紙様式３ 

別紙様式３付表１ 

別紙様式３付表２ 

別紙様式３付表３ 

別紙様式３付表４ 

（注）「年度」は、４月１日から翌年の３月３１日までの期間とする。以下同じ。 

 

２．製造等実績数量の報告徴収  

⑴ 塩製造業者、塩特定販売業者及び塩卸売業者からの報告徴収 

財務局長等は、法第３０条第１項の規定に基づき、毎年４月末日までに、次の表に掲げる区分

に応じ、登録をしている同表の第２欄に掲げる者から、それぞれ同表の第３欄に掲げる事項につ

いて、同表の第４欄に掲げる様式により報告を求めるとともに、管内分をそれぞれの様式に準じ

た様式により集計のうえ、速やかに当該報告書及び集計表を理財局長に送付するものとする。こ



の場合において、財務局長等は、当該報告を求める旨を、毎年３月末日までに対象者に通知する

ものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

財務局長又は福 

岡財務支局長 

塩製造業者 前年度における塩の種類別の製造数量、

販売数量及び前年度末日における在庫

数量等、前年度における種類別用途別販

売数量、前年度における特殊用塩等の種

類別、用途別の製造数量及び販売数量等 

別紙様式４ 

別紙様式４付表１ 

別紙様式４付表２ 

塩卸売業者 前年度における塩の種類別仕入先別の

仕入数量、販売数量及び前年度末日にお

ける在庫数量等、前年度における種類別

用途別販売数量等 

別紙様式５ 

別紙様式５付表 

税関長 塩特定販売業者 前年度における塩の種類別の受入数量、

販売数量及び前年度末日における在庫

数量等、前年度における種類別用途別販

売数量（自己使用数量）、前年度におけ

る特殊用塩の種類別、用途別の輸入数量

及び販売数量等 

別紙様式６ 

別紙様式６付表１ 

別紙様式６付表２ 

 

⑵ 特殊用塩等製造業者及び特殊用塩特定販売業者からの報告徴収 

財務局長等は、法第３０条第１項の規定に基づき、毎年４月末日までに、次の表に掲げる区分

に応じ、届出をしている同表の第２欄に掲げる者から、それぞれ同表の第３欄に掲げる事項につ

いて、同表の第４欄に掲げる様式により報告を求めるとともに、管内分をそれぞれの様式に準じ

た様式により集計のうえ（塩の種類については、規則第４条各号及び第５条各号に掲げる区分毎

に数量の集計を行うこと。）、速やかに当該報告書及び集計表を理財局長に送付するものとする。

また、規則第４条第７号に係る特殊用塩について届出をしている同表の第２欄に掲げる者から、

第７号に係る特殊用塩の全ての販売先名について報告を求めるものとする。この場合において、

財務局長等は、当該報告を求める旨を、毎年３月末日までに対象者に通知するものとする。  

 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

財務局長又は福 

岡財務支局長 

特殊用塩等製造 

業者 

前年度における塩の種類別、用途別の製

造数量及び販売数量等 

別紙様式７ 

税関長 特殊用塩特定販 

売業者 

前年度における塩の種類別、用途別の輸

入数量及び販売数量等 

別紙様式８ 

  



⑶ 不定期に報告を徴収する場合の通知 

財務局長等は、⑴及び⑵による報告徴収のほか、法第３０条第１項の規定に基づき、塩製造業

者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は特殊用塩等製造業者若しくは特殊用塩特定販売業者

から報告を求めようとするときは、塩事業法施行令（平成８年政令第２１６号。以下「政令」と

いう。）第２条の規定による協議のため、報告を求めようとする対象者、年月日、事項、理由及

び報告書の提出期限を、対象者に当該報告徴収の通知をしようとする日の３０日前までに、理財

局長に通知するものとする。ただし、緊急に報告徴収を行う必要がある場合であって、あらかじ

め理財局長の了解を得たときは、この限りでない。この場合の手続については、別に理財局長が

定める。 

 

 

第四 立入検査等 

 

１．立入検査等を行う際の通知 

  財務局長等は、法第３０条第２項の規定に基づき、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売

業者又は特殊用塩等製造業者若しくは特殊用塩特定販売業者の事務所その他の事業場に立ち入り、

検査、質問又は収去を行おうとするときは、政令第２条の規定による協議のため、当該立入検査等

を行おうとする対象者、年月日、内容及び理由を、当該立入検査等を行おうとする日の３０日前ま

でに理財局長に通知し、１０日前までに対象者に通知するものとする。ただし、緊急に立入検査等

を行う必要がある場合であって、あらかじめ理財局長の了解を得たときは、この限りでない。この

場合の手続については、別に理財局長が定める。 

 

２．立入検査等の方法 

 法第３０条第２項の規定により、財務局の職員が塩製造業者、特殊用塩等製造業者若しくは塩卸

売業者の、又は税関の職員が塩特定販売業者若しくは特殊用塩特定販売業者の事務所その他の事業

場に立ち入り、検査、質問又は収去をするときは、別紙様式９による身分証明書を呈示し、当該立

入検査等を行う旨を告げなければならない。 

 

３．収去の方法 

 法第３０条第２項の規定により、財務局又は税関の職員が塩を収去するときは、被収去者に別紙

様式１０による収去証を交付しなければならない。 

                                          

附 則 

１．報告徴収等事務取扱要領（平成９年４月１日蔵理第１４５９号）は、廃止する。 


